
   鳥取市空家等除却事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この要綱は、鳥取市空家等の適切な管理に関する条例（平成２５年鳥取市条

例第５１号。以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき助成する鳥取市空家等

除却事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、鳥取市補助金等交

付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （交付目的） 

第３条 本補助金は、特定空家等であって、防災上周囲に対して危険性の高いものの

除却工事を行う者に対し、当該工事に要する費用の一部を助成することにより、良

好な景観及び生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与することを目的

として交付する。 

 （補助対象事業） 

第４条 本補助金の交付対象となる事業は、特定空家等を除却する事業であって、鳥

取市空家等の適切な管理に関する条例施行規則（平成２６年鳥取市規則第１１号。

以下「条例施行規則」という。）第１４条の要件を満たすものとする。 

２ 条例施行規則第１４条第 1 項第２号に規定する市長が別に定める要件は、当該空

家等の除却工事（以下「補助対象工事」という。）が次の各号のいずれも満たすもの

であることとする。 

 ⑴ 本補助金の申請の日が属する年度の３月３１日までに完了する工事であること。 

 ⑵ 次のいずれかに該当する工事でないこと。 

  ア 本補助金の交付の決定前に着手した工事 

  イ 本補助金以外の補助金等の交付を受ける工事（受ける見込みがあるものを含

む。） 

  ウ その他市長が不適当と認める工事 

 （補助対象者） 

第５条 本補助金の交付の対象となる者は、当該空家等の所有者又はその相続人であ

って、条例施行規則第１４条第３号から第６号までの要件を満たすものとする。 

 （補助対象経費） 

第６条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象工事に要した経費のうち、補助対象建築物の除却及び除却に係る廃材等の運搬

及び処分に要する費用とする。 

 （補助金の額の算定） 

第７条 本補助金の額は、予算の範囲内において、前条の規定により算出した補助対

象経費の額に２分の１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、これを切り



捨てる。）とし、６００，０００円を上限とする。 

２ 本補助金は、同一敷地内に存する建築物につき１回限りとする。 

 （事前相談） 

第８条 本補助金の交付を受けて補助対象工事を行おうとする者は、あらかじめ、鳥

取市都市整備部建築指導課と相談を行い、補助対象事業に該当するか協議を行うも

のとする。 

 （交付申請） 

第９条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に定める書類はそれ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとし、同条第４号に定める書類は次の各

号に掲げるものとする。 

⑴ 市税等納付状況確認同意書（様式第３号） 

 ⑵ 見積書の写し（内訳の分かるもの） 

 ⑶ 除却に係る建築物の平面図及び床面積求積図 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（承認を要しない変更） 

第１０条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更

とする。 

⑴ 本補助金の増額 

 ⑵ 本補助金の２割を超える減額 

 （実績報告） 

第１１条 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が

完了したときは、当該工事が完了した日から１か月を経過する日又は本補助金の交

付の決定があった日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに市

長に規則第１２条の実績報告をしなければならない。 

２ 規則第１２条第１号及び第２号に定める書類は、それぞれ様式第１号及び様式第

２号によるものとし、その他実績報告に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの

とする。 

⑴ 補助事業完了届（規則様式第５号） 

 ⑵ 領収書の写し 

 ⑶ 除却工事完了後の写真 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、都市整

備部長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日に施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日に施行する。 



附 則 

この要綱は、令和２年４月３０日から施行する。 


